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日 産 自 動 車 株 式 会 社 
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取 締 役 会 議 事 録 

 

令和７年６月２４日午後２時３分から、神奈川県横浜市西区高島一丁目１番１号当社本社事務所内に

おいて、取締役会を開催した。 

 

出席取締役数    １２名 

取締役総数     １２名 

 

取締役会議長 木村 康氏（議長）は開会を宣した。 

＜省略＞ 

 

付 議 事 項 

 

＜省略＞ 

 

７．譲渡制限付株式ユニット（RSU）に係る自己株式処分の件 

 

議長は、イヴァン エスピノーサ氏を指名し、同氏は、標記の件につき、別紙７－１「<承認> 譲渡制

限付株式ユニット(RSU)に係る自己株式処分の件」及び別紙７－２「譲渡制限付株式ユニット（RSU）に係

る自己株式処分の件」の内容に沿って提案した。また、議長は、本提案に際し説明を補助させるため、ミ

シェル バロン執行職及び人事本部 田川 博之副本部長を参加させた。 

議長は、本議案は当社の取締役利益相反解消指針に基づき、本議案により自己株式処分を受けるエスピ

ノーサ氏は利益相反を有しうるため、同氏は議案の概要説明を行った後に退席することとしたい旨述べ

た。エスピノーサ氏は、議案の概要を説明した後に退席し、その後、井原 徹氏が詳細を説明した。 

 

以上の提案の後、本件はエスピノーサ氏を除く全員により異議なく承認可決された。エスピノーサ氏は

審議及び決議に参加しなかった。その後、エスピノーサ氏は再度議場に参加した。 

 

＜省略＞ 

 

これをもって付議事項を議了したので、同日午後４時３０分に議長は取締役会の閉会を宣した。 

 

以上の議事を証するため、当社取締役会規則第１３条の規定によりこの議事録を作成し、出席取締役が

これに記名捺印する。 

 

令和７年６月２４日 
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日 産 自 動 車 株 式 会 社 

 

 

議 長  取締役会議長  木 村 康 

 

 

出 席  取  締  役  ベルナール デルマス 

 

 

出 席  取  締  役  井 原 慶 子 

 

 

出 席  取  締  役  永 井 素 夫 

 

 

出 席  取  締  役  アンドリュー ハウス 

 

 

出 席  取  締  役  ブレンダ ハーヴィー 

 

 

出 席  取  締  役  朝 田 照 男 

 

 

出 席  取  締  役  得 能 摩 利 子 

 

 

出 席  取  締  役  ヴァレリー ランドン 

 

 

出 席  取  締  役  ティモシー ライアン 

 

 

出 席  取  締  役    イヴァン エスピノーサ 

 

 

出 席  取  締  役   赤 石 永 一 
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＜省略＞ 

 

＜別紙７－１＞ 

「<承認> 譲渡制限付株式ユニット(RSU)に係る自己株式処分の件」（取締役会資料）を添付 

 

＜別紙７－２＞ 

「譲渡制限付株式ユニット（RSU）に係る自己株式処分の件」（取締役会資料）を添付 
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＜別紙７－１＞ 

<承認１> 2022年度譲渡制限付株式ユニット（2022年度RSU）に係る自己株式処分の件 

 

1. 承認事項 

2022 年度の長期インセンティブ（LTI）制度としての譲渡制限付株式ユニット（以下「2022 年度

RSU」という。）について 2025年 6月 28日をもって第三回の権利確定日を迎えるため、自己株式

の処分を行うこと。本提案は、執行役については 2022年 6月 28日の報酬委員会にて決議・付与

された 2022年度 RSUの支給ポイント数、それ以外の対象者については 2022年 6月 28日に CEO承

認に基づき付与された支給ポイント数のうち、所定の在籍条件を満たし第三回の権利確定日にお

いて権利確定するものについて、当社事後交付型株式報酬規程に定めたとおりの当社普通株式を

割り当てるものである。 

イヴァン エスピノーサ氏以外の個別の処分先及び当該処分先の個人別の割当株数の決定について

は、イヴァン エスピノーサ氏に委任すること。なお、当社事後交付型株式報酬規程に定めたとおり、

イヴァン エスピノーサ氏以外の執行役については 2022年 6月 28日の報酬委員会にて決議・付与さ

れた 2022 年度 RSU の支給ポイント数、それ以外の対象者については 2022 年 6 月 28 日に CEO 承

認に基づき付与された支給ポイント数のうち、権利喪失なく第三回の権利確定日に権利確定する

数に基づいて自己株の割当を決定するものとする。 

イヴァン エスピノーサ氏に対する株式の割当てについては、別紙のとおりとする。なお、当該イヴ

ァン エスピノーサ氏への株式の割当てに係る審議にあたっては、イヴァン エスピノーサ氏が特別利

害関係人に該当するため、審議及び決議には参加しないものとする。 

背景及び詳細は以下のとおり。 

２．背景及び詳細 

（１） ガバナンス向上施策の一環として、2020 年度より、旧長期インセンティブ制度に代えて、新

たな長期インセンティブ（LTI）制度を導入した。 

（２） この新しい長期インセンティブ（LTI）制度は、3 年間に亘る KPI を設定しその達成度に応じ

て 3年後に現金を払う報酬制度（LTIP）と、在籍を条件として 3年に亘り毎年 3分の 1ずつの株

式を付与していく譲渡制限付株式ユニット（RSU）の組み合わせとなっている。 

（３） 2022年度 RSUについては、2022年 6月 28日に権利付与を行ない、その後毎年同日に 3分の 1

ずつ権利確定していく制度となっており、その第 3回権利確定を 2025年 6月 28日に迎える。 

（４） 2022 年度 RSU に基づき交付する株式は、当社で保有する自己株式を用いることから、自己株

式の処分について決議をいただきたい。 

（５） 今回の自己株式処分に関する詳細は以下の通りである； 

 

1. 株式の種類： 当社普通株式 

2. 株式の数： 966,643株 

※上記数は、割当最大株式数である。権利喪失なく第三回の権利確定日に権利確定した数の

総数が、これより少ない場合は、当該総数をもって発行する株式の数とする。 

3. 株式の割当方法 処分先から株式の引受けの申込みがされること及び処分先が付与される金銭報酬債権（下

記 7 参照）の全額を割り当てられる普通株式と引換えに現物出資の方法により当社に給付

することを条件とする 

4. 払込金額： 処分する株式1株につき金345.3円 



6 

 

※ 払込金額は2025年6月23日（月）の東京証券取引所における当社普通株式の終値 

5. 払込金額の総額： 333,781,828円 

6. 株式の処分先： 当社の執行役8名、当社の使用人146名並びに当社子会社の役職員127名 

（処分先と割当株数は次のとおりとする） 

当社の執行役  8名 合計122,101株 

当社の使用人  146名 合計379,804株 

当社子会社の役職員          127名 合計464,738株 

※上記数は、割当最大株式数及び割当最大人数である。権利喪失なく第三回の権利確定日

に権利確定した株式の数又は処分先の人数が、これより少ない場合は、当該株式の数又は

処分先の人数とする。退職者を含み、退職者については、退職時の職位で記載している。 

7. 出資の目的とする財

産並びに当該財産の

内容及び価額： 

2022年度RSU の第三回権利確定に基づいて処分先に付与される当社又は当社グループ会

社に対する金銭報酬債権（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金345.3

円）を現物出資の目的とする 

8. 払込期間 2025年9月2日から2025年11月20日まで 

 

 

以 上    
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承認１）別紙 

（省略） 
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<承認 2> 2023年度譲渡制限付株式ユニット（2023年度RSU）に係る自己株式処分の件 

 

1. 承認事項 

2023 年度の長期インセンティブ（LTI）制度としての譲渡制限付株式ユニット（以下「2023 年度

RSU」という。）について 2025年 6月 27日をもって第二回の権利確定日を迎えるため、自己株式

の処分を行うこと。本提案は、執行役については 2023年 6月 27日の報酬委員会にて決議・付与

された 2023年度 RSUの支給ポイント数、それ以外の対象者については 2023年 6月 27日に CEO承

認に基づき付与された支給ポイント数のうち、所定の在籍条件を満たし第二回の権利確定日にお

いて権利確定するものについて、当社事後交付型株式報酬規程に定めたとおりの当社普通株式を

割り当てるものである。 

イヴァン エスピノーサ氏以外の個別の処分先及び当該処分先の個人別の割当株数の決定につい

ては、イヴァン エスピノーサ氏に委任すること。なお、当社事後交付型株式報酬規程に定めたと

おり、イヴァン エスピノーサ氏以外の執行役については 2023 年 6 月 27 日の報酬委員会にて決

議・付与された 2023年度 RSUの支給ポイント数、それ以外の対象者については 2023年 6月 27日

に CEO 承認に基づき付与された支給ポイント数のうち、権利喪失なく第二回の権利確定日に権利

確定する数に基づいて自己株の割当を決定するものとする。 

イヴァン エスピノーサ氏に対する株式の割当てについては、別紙のとおりとする。なお、当該イ

ヴァン エスピノーサ氏への株式の割当てに係る審議にあたっては、イヴァン エスピノーサ氏が

特別利害関係人に該当するため、審議及び決議には参加しないものとする。 

背景及び詳細は以下のとおり。 

２．背景及び詳細 

（１）ガバナンス向上施策の一環として、2020 年度より、旧長期インセンティブ制度に代えて、新たな

長期インセンティブ（LTI）制度を導入した。 

（２） この新しい長期インセンティブ（LTI）制度は、3 年間に亘る KPI を設定しその達成度に応じて 3

年後に現金を払う報酬制度（LTIP）と、在籍を条件として 3 年に亘り毎年 3 分の 1 ずつの株式を付

与していく譲渡制限付株式ユニット（RSU）の組み合わせとなっている。 

（３）2023 年度 RSU については、2023 年 6 月 27 日に権利付与を行ない、その後毎年同日に 3 分の 1 ず

つ権利確定していく制度となっており、その第 2回権利確定を 2025年 6月 27日に迎える。 

（４）2023 年度 RSU に基づき交付する株式は、当社で保有する自己株式を用いることから、自己株式の

処分について決議をいただきたい。 

（５）今回の自己株式処分に関する詳細は以下の通りである； 

 

1. 株式の種類： 当社普通株式 

2. 株式の数： 1,178,852株 

※上記数は、割当最大株式数である。権利喪失なく第二回の権利確定日に権利確定した数の

総数が、これより少ない場合は、当該総数をもって発行する株式の数とする。 

3. 株式の割当方法 処分先から株式の引受けの申込みがされること及び処分先が付与される金銭報酬債権（下

記 7 参照）の全額を割り当てられる普通株式と引換えに現物出資の方法により当社に給付

することを条件とする 

4. 払込金額： 処分する株式1株につき金345.3円 

※ 払込金額は2025年6月23日（月）の東京証券取引所における当社普通株式の終値 
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5. 払込金額の総額： 407,057,596円 

6. 株式の処分先： 当社の執行役8名、当社の使用人156名並びに当社子会社の役職員138名 

（処分先と割当株数は次のとおりとする） 

当社の執行役  8名 合計142,562株 

当社の使用人  156名 合計450,542株 

当社子会社の役職員          138名 合計585,748株 

※上記数は、割当最大株式数及び割当最大人数である。権利喪失なく第二回の権利確定日

に権利確定した株式の数又は処分先の人数が、これより少ない場合は、当該株式の数又は

処分先の人数とする。退職者を含み、退職者については、退職時の職位で記載している。 

7. 出資の目的とする財

産並びに当該財産の

内容及び価額： 

2023年度RSU の第二回権利確定に基づいて処分先に付与される当社又は当社グループ会

社に対する金銭報酬債権（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金345.3

円）を現物出資の目的とする 

8. 払込期間 2025年9月2日から2025年11月20日まで 

 

 

以 上    
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承認２）別紙 

（省略） 
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<承認３> 2024年度譲渡制限付株式ユニット（2024年度RSU）に係る自己株式処分の件 

 

1. 承認事項 

2024 年度の長期インセンティブ（LTI）制度としての譲渡制限付株式ユニット（以下「2024 年度

RSU」という。）について 2025年 7月 1日をもって第一回の権利確定日を迎えるため、自己株式

の処分を行うこと。本提案は、執行役については 2024年 6月 25日の報酬委員会にて決議・付与

された 2024年度 RSUの支給ポイント数、それ以外の対象者については 2024年 6月 25日の CEO承

認に基づき付与された支給ポイント数のうち、所定の在籍条件を満たし第一回の権利確定日にお

いて権利確定するものについて、当社事後交付型株式報酬規程に定めたとおりの当社普通株式を

割り当てるものである。 

イヴァン エスピノーサ氏以外の個別の処分先及び当該処分先の個人別の割当株数の決定について

は、イヴァン エスピノーサ氏に委任すること。なお、当社事後交付型株式報酬規程に定めたとおり、

イヴァン エスピノーサ氏以外の執行役については 2024年 6月 25日の報酬委員会にて決議・付与さ

れた 2024 年度 RSU の支給ポイント数、それ以外の対象者については 2024 年 6 月 25 日の CEO 承

認に基づき付与された支給ポイント数のうち、権利喪失なく第一回の権利確定日に権利確定する

数に基づいて自己株の割当を決定するものとする。 

イヴァン エスピノーサ氏に対する株式の割当てについては、別紙のとおりとする。なお、当該イヴ

ァン エスピノーサ氏への株式の割当てに係る審議にあたっては、イヴァン エスピノーサ氏が特別利

害関係人に該当するため、審議及び決議には参加しないものとする。 

背景及び詳細は以下のとおり。 

２．背景及び詳細 

１． ガバナンス向上施策の一環として、2020年度より、旧長期インセンティブ制度に代えて、新たな

長期インセンティブ（LTI）制度を導入した。 

２． この新しい長期インセンティブ（LTI）制度は、3年間に亘る KPI を設定しその達成度に応じて 3

年後に現金を払う報酬制度（LTIP）と、在籍を条件として 3年に亘り毎年 3分の 1ずつの株式を

付与していく譲渡制限付株式ユニット（RSU）の組み合わせとなっている。 

３． 2024 年度 RSU については、2024 年 7 月 1 日に権利付与を行ない、その後毎年同日に 3 分の 1 ず

つ権利確定していく制度となっており、その第 1回権利確定を 2025年 7月 1日に迎える。 

４． 2024年度 RSUに基づき交付する株式は、当社で保有する自己株式を用いることから、自己株式の

処分について決議をいただきたい。 

５． 今回の自己株式処分に関する詳細は以下の通りである； 

 

1. 株式の種類： 当社普通株式 

2. 株式の数： 1,432,517株 

※上記数は、割当最大株式数である。権利喪失なく第一回の権利確定日に権利確定した数の総

数が、これより少ない場合は、当該総数をもって発行する株式の数とする。 

3. 株式の割当方法 処分先から株式の引受けの申込みがされること及び処分先が付与される金銭報酬債権（下記 7

参照）の全額を割り当てられる普通株式と引換えに現物出資の方法により当社に給付すること

を条件とする 

4. 払込金額： 処分する株式1株につき金345.3円 

※ 払込金額は2025年6月23日（月）の東京証券取引所における当社普通株式の終値 
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5. 払込金額の総額： 494,648,120円 

6. 株式の処分先： 当社の執行役8名、当社の使用人174名並びに当社子会社の役職員136名 

（処分先と割当株数は次のとおりとする） 

当社の執行役  8名 合計169,285株 

当社の使用人  174名 合計574,181株 

当社子会社の役職員          136名 合計689,051株 

※上記数は、割当最大株式数及び割当最大人数である。権利喪失なく第一回の権利確定日に

権利確定した株式の数又は処分先の人数が、これより少ない場合は、当該株式の数又は処分

先の人数とする。退職者を含み、退職者については、退職時の職位で記載している。 

7. 出資の目的とする財

産並びに当該財産の

内容及び価額： 

2024 年度 RSU の第一回権利確定に基づいて処分先に付与される当社又は当社グループ会社

に対する金銭報酬債権（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金345.3円）

を現物出資の目的とする 

8. 払込期間 2025年9月2日から2025年11月20日まで 

 

 

以 上    
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承認３）別紙 

（省略） 
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＜別紙 7-2＞ 

（省略） 


